
議員を（②    ）で選んだり、やめ

させたりする（②    ）ができる。 

憲法を改正するかどうかは、最終的に

（④       ）で決める。 

最高裁判所の（③     ）として、

適しているか判断する。 

社会科補助学習プリント③ 

～くらしの中の国民主権 p１６～1７～ 

6年（             ） 

〇次の（    ）に入る言葉を教科書を使って調べましょう。 

・くらしの中の国民主権 

 主権とは、（④        ）のあり方を最終的に（②      ）する権利のことで、

国民主権とは、（②     ）がその役割を担うことを示している。そのため、国民が政治

に（②     ）を持ち、（⑤         ）をして、（⑤         ）を政

治に（②      ）させていくことが大切。 

 清地に参加する権利（③      ）は、国民主権にもとづくもので、仕組みは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、天皇は国や国民の（②     ）であり、仕事は（④      ）として、内閣の

（②     ）と（②      ）にもとづいて行われるよう、憲法で定められている。 

国民 

国会 
地方公共団体 

（都道府県・市町村） 

憲法改正 最高裁判所 



議員を（② 選挙 ）で選んだり、やめ

させたりする（② 請求 ）ができる。 

憲法を改正するかどうかは、最終的に

（④ 国民投票 ）で決める。 

最高裁判所の（③ 裁判官 ）として、

適しているか判断する。 

社会科補助学習プリント③（解答） 

～くらしの中の国民主権 p１６～1７～ 

6年（             ） 

〇次の（    ）に入る言葉を教科書を使って調べましょう。 

・くらしの中の国民主権 

 主権とは、（④  国の政治  ）のあり方を最終的に（②  決定  ）する権利のことで、

国民主権とは、（②  国民  ）がその役割を担うことを示している。そのため、国民が政治

に（② 政治に関心 ）を持ち、（⑤  適切な判断  ）をして、（⑤  自分の意見  ）を政

治に（②  反映  ）させていくことが大切。 

 清地に参加する権利（③ 参政権 ）は、国民主権にもとづくもので、仕組みは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、天皇は国や国民の（②  象徴  ）であり、仕事は（④  国事行為  ）として、内閣の

（②  助言  ）と（②  承認  ）にもとづいて行われるよう、憲法で定められている。 

国民 

国会 
地方公共団体 

（都道府県・市町村） 

憲法改正 最高裁判所 


